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川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例施行規

則の一部を改正する規則 

川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例施行規則（

昭和４６年川崎市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「 第５節 三田福祉ホーム（第６３条～第７０条） 

  第６節 陽光ホーム（第７１条～第７７条） 

  第７節 井田重度障害者等生活施設（第７８条～第８４条） 

  第８節 社会復帰訓練所（第８５条～第９０条） 

 第４章 雑則（第９１条・第９２条）           」 

を 

「 第５節 陽光ホーム（第６３条～第６９条） 

  第６節 井田重度障害者等生活施設（第７０条～第７６条） 

  第７節 社会復帰訓練所（第７７条～第８２条） 

 第４章 雑則（第８３条・第８４条）           」 

に改める。 

 第３章第５節を削る。 

 第３章第６節中第７１条を第６３条とし、第７２条を第６４条とし、第７３

条を第６５条とする。 

 第７４条第３項中「第７２条」を「第６４条」に改め、同条を第６６条とす

る。 

 第７５条を第６７条とし、第７６条を第６８条とし、第７７条を第６９条と

し、第３章第６節を同章第５節とする。 

 第３章第７節中第７８条を第７０条とし、第７９条を第７１条とし、第８０

条を第７２条とする。 



 

 

 

 第８１条第３項中「第７９条」を「第７１条」に改め、同条を第７３条とす

る。 

 第８２条を第７４条とし、第８３条を第７５条とし、第８４条を第７６条と

し、第３章第７節を同章第６節とする。 

 第３章第８節中第８５条を第７７条とし、第８６条を第７８条とし、第８７

条を第７９条とする。 

 第８８条第３項中「第８６条」を「第７８条」に改め、同条を第８０条とす

る。 

 第８９条を第８１条とし、第９０条を第８２条とし、第３章第８節を同章第

７節とする。 

 第４章中第９１条を第８３条とし、第９２条を第８４条とする。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


